委　　任　　状

私は、代議員の　　　　　　　　　　　　　　氏（会員番号　　　　　　　　　　）を
代理人と定め、令和８年６月２８日（日）開催の第５３回定時総会に関する一切の権限を委任します。

令和　　年　　月　　日

公益社団法人茨城県理学療法士会　殿

地区ブロック　　　　　　　　　　　　　　　　
会員番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名（自署）　　　　　　　　　　　　　　　印

本委任状は、標記総会の閉会と同時に効力を失います。


「委任状に関する注意事項」
【注意事項】
1.　代理人は、代議員のみとする。
・「議長」など事前に受任者が特定できない代議員への委任はできません。
・委任先が白紙のときは会長宛の委任状とします。
2.　代理人は1票のみ委任を受けることができる（2票以上の受託不可）。
3.　代理人の当日持参物
　　①委任状（原本）
②会員証またはこれに準ずる本人確認可能な書類（公的機関が発行した受任者の顔写真入りの各種免許証、証明書等のいずれか）
4.　委任状と議決権行使書は同時に提出できません。
【委任状の手順】
1.　代理人へ事前に電話連絡をし、委任の受託が可能か確認する
　　※代理人は2票以上受託できないため
2　原本を代理人へ手渡す
　　※代理人には総会当日、必ず原本をご持参いただくようご依頼ください。
　　※原本でない場合、当日代理人にお越しいただいても、委任を認めることが出来ません。
3　代理人が当日、委任状を受付に提出する

郵送の場合
※〒310-0034水戸市緑町3-5-35　公益社団法人茨城県理学療法士会　宛　「委任状在中」
